
西宮市交通事故防止対策要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、公用車による交通事故の防止及び交通事故を起こした職員に対する

研修その他の措置について必要な事項を定める。 
                             

（定義） 
第２条 自動車運転手とは、西宮市職員の職名に関する規則（昭和３３年西宮市規則第１ 

４号）第２条第３号に規定する自動車運転主任、自動車運転副主任及び自動車運転手を

いう。（以下同じ。） 
２ 一般職員とは、前項以外の職員をいう。 
３ 事故回数とは、当該職員が過去１年間に起こした公用車による事故のうち、市の過失

割合が５０％を超えるもの（管財課長が特に認めたものを除く。）の回数をいう。 
 

（事故報告及び届出義務） 
第３条 職員は、公務中に公用車による事故を起こした場合は、所属長に報告しなければ

ならない。 
２ 職員は、公務中に公用車による事故を起こした場合において、その過失割合が５０％

を超えるか、又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下この項において「法」と

いう。）第９６条第１項１２号若しくは第１３号の規定により議会の議決を要するとき

（法第１８０条第１項の規定により専決処分できるものを除く。）は、所属長とともに所

属の局長に報告しなければならない。 
３ 自動車運転手は、公務中又は私用中を問わず、交通事故又は道路交通法等法令の違反

（以下「交通事故等」という。）により免許停止以上の処分を科せられた場合は、直ちに

所属長を通じて人事課長及び管財課長に届け出なければならない。 
 

（事故に伴う研修等） 

第４条 公務中に公用車による事故（物損及び人身の双方を含む。）を起こした職員に対し、

事故の再発防止のため次の事故回数に応じた区分により講習会等の研修や服務上の措置

を実施する。 
 

事故回数 
研 修 等 内 容      

自動車運転手（含兼務）、一般職員共通 
１回 安全運転講習会受講 
２回 上記＋適性検査 
３回以上 服務上の措置を検討 

 
 



２ 公務中に公用車による事故を起こした一般職員のうち、管財課長が運転技術を未熟と

認める者に対して、運転技術向上のため運転実技の研修の受講を命じることができる。 
３ 第１項の規定にかかわらず、過去の事故の累積状況や直近に起こした事故の経過、内

容等により必要と判断される場合は、服務上の措置を検討する。 
 
（運転免許停止等の措置） 
第５条 第３条第３項の規定による届出があつた場合は、当該自動車運転手に対し、服務

上の措置を検討する。 
２ 免許の停止又は取り消しの処分を受けた自動車運転手に対しては、その期間他の業務

に従事させる。 
 
（一般職員の特別研修） 
第６条 公務上運転を必要とする職場に所属する一般職員のうち、運転技術に自信がない

と思う者は、所属長の推薦に基づき運転技術の向上のため自動車教習所において運転実

技の研修を受けることができる。 
２ 前項の推薦人数が多数の場合は、管財課長が調整し研修の受講者を決定する。 
３ 第４条、前条第１項及び第１項に規定する研修に係る事務は、研修厚生課が所管する。 
 
（西宮市交通事故措置検討委員会） 
第７条 この要綱の規程に基づき必要な措置を検討する場合は、管財課長、人事課長、研

修厚生課長で構成する西宮市交通事故措置検討委員会に諮り、措置の内容を決定する。

なお、当委員会が必要と判断した場合は、分限懲戒審査委員会の開催を求めることがで

きる。 
 
（優良運転手の表彰） 
第８条 一定の期間無事故・無違反で、かつ勤務成績が優秀な自動車運転手に対し、優良

運転手として表彰することができる。 
２ 前項の一定期間は、５年以上とし、表彰の区分は、５年表彰、１０年表彰及び１５年

表彰（以下５年を単位として加算した年数で表彰）とする。 
３ 表彰の区分に重複して該当する場合は、上位の表彰のみを受けることができる。 
４ 表彰は、表彰を受けようとする者の申告に基づき行う。 
５ 無事故・無違反期間の確認は、自動車安全運転センターの発行する無事故・無違反の 

証（以下「証明書」という。）に基づき行う。 
６ 証明書の発行の申請は、表彰を受けようとする者が行い、その費用は市が負担する。 
７ 表彰を受けようとする者の所属長は、証明書を添付して総務局長へ具申するものとす

る。 
 
 



（優良運転職場の表彰） 
第９条 一定の期間無事故・無違反の職場は、優良運転職場として表彰することができる。 
２ 表彰の対象職場は、管財課・環境衛生課・美化第１課・美化第２課及び美化第３課と

する。 
３ 第１項の一定の期間は、５００日以上とし、表彰の区分は５００日表彰、１０００日

表彰及び１５００日表彰（以下５００日を単位として加算された日数で表彰）とする。 
４ 表彰は、所属長の申し出により行う。 
５ 前条第１項及び第１項に規定する表彰に係る事務は、人事課で所管する。 
 

付 則 
この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 
この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。（要綱と要領を一本） 
この要綱は、平成１０年１０月１日から施行する。（第３条に局長報告挿入） 
この要綱は、平成１３年９月１日から施行する。（事故研修の強化） 
この要綱は、平成１４年６月１日から施行する。（組織改正） 
この要綱は、平成１６年６月１日から施行する。（組織改正） 
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。（要綱一部改正） 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。（組織改正） 
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。（組織改正） 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。（組織改正） 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。（組織改正） 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。（要綱一部改正） 
 


